
 

 

 

様式第七（第６条関係） 

 

確認の求めに対する回答の内容の公表 

 

 

    

１．確認の求めを行った年月日 

  令和３年５月２５日 

 

２．回答を行った年月日 

  令和３年６月２５日 

 

３．新事業活動に係る事業の概要 

   申請者は、労働者が始業・終業の際に通過する出入口等の場所に撮影機器を設置し、顔

認識・撮影がなされた時刻を客観的な記録として用いる勤怠管理ツールを提供するサービ

スを検討している。 

   本サービスの具体的な手続きの流れは以下のとおりである。 

① あらかじめ労働者の顔を撮影して本サービス上で登録し、労働者が始業・終業の際に通

過する出入口等の場所に撮影機器を設置する。 

② 管理者は、各労働者の予定始業時刻及び予定終業時刻（以下「予定時刻」という。）を、

本サービス上に登録する。 

③ 出勤日において、労働者ごとに、出勤・退勤の際に当該撮影機器の前を通過したときに、

顔認識・撮影がなされ、その時刻（以下「撮影時刻」という。）が記録される。 

④ 出勤日の翌日、各労働者に予定時刻及び撮影時刻が通知される。各労働者は、撮影時刻

を始業時刻・終業時刻とすることでよいか確認し、確認した旨を管理者に通知する。

この時、撮影時刻が実態の始業時刻・終業時刻と異なる場合など、やむを得ない場合

には、修正理由を付記した上で、各労働者本人が修正の申告をする。 

⑤ 管理者が、予定時刻及び撮影時刻（又は上記④により修正申告された時刻）を確認し、

撮影時刻（又は修正申告時刻）を承認する。これにより、承認した時刻が、各労働者

の労働時間（始業時刻及び終業時刻）として確定する。 

  ※ なお、上記においては、客観的な記録に基づくことを原則としつつ、自己申告制を併

用しており、“労働者による自己申告”の性質があるため、労働安全衛生法に基づく

「労働時間の状況」の把握について、平成30年12月28日基発1228第16号（平成31年３月

29日改正）の「第２ 面接指導等（労働安全衛生法令関係）」の答12において掲げられ

ている各種措置に準じた措置を、顧客が適切に講じていることを前提とする。 

 

 

４．確認の求めの内容 

顧客が、本サービスによって行う、その雇用する労働者の労働時間の把握が、労働安全

衛生法に基づく「労働時間の状況」の把握方法として適切なものであることを確認したい。 

 

５．確認の求めに対する回答の内容 

       労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。）第66条の８の３及び

労働安全衛生規則（昭和47年労働省令第32号）第52条の７の３第１項の規定により、事業

者は、安衛法第66条の８第１項又は安衛法第66条の８の２第１項の規定による面接指導を

実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用

時間（ログインからログアウトまでの時間）の記録等の客観的な方法その他の適切な方法

により、労働者の労働時間の状況を把握しなければならない。 

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛



 

 

 

生法及びじん肺法関係の解釈等について」（平成30年12月28日付け基発1228第16号（平成

31年３月29日改正）。以下「解釈通達」という。）において、「その他の適切な方法」と

しては、やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合において、労働者の自己申告によ

る把握が考えられるが、その場合には、事業者は、自己申告により把握した労働時間の状

況が実際の労働時間の状況と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施

し、所要の労働時間の状況の補正をするなどの措置を講じる必要があるとされている。 

なお、「やむを得ず客観的な方法により把握し難い場合」としては、例えば、労働者が

事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合など、事業者の現認を含め、労働時間

の状況を客観的に把握する手段がない場合があり、この場合に該当するかは、当該労働者

の働き方の実態や安衛法の趣旨を踏まえ、適切な方法を個別に判断することとされている。 

ただし、労働者が事業場外において行う業務に直行又は直帰する場合などにおいても、

例えば、事業場外から社内システムにアクセスすることが可能であり、客観的な方法によ

る労働時間の状況を把握できる場合もあるため、直行又は直帰であることのみを理由とし

て、自己申告により労働時間の状況を把握することは、認められない。 

また、タイムカードによる出退勤時刻や入退室時刻の記録やパーソナルコンピュータの

使用時間の記録などのデータを有する場合や事業者の現認により当該労働者の労働時間を

把握できる場合にもかかわらず、自己申告による把握のみにより労働時間の状況を把握す

ることは、認められない。 

本サービスは、客観的な記録を基礎としつつ、やむを得ない場合に限り、労働者が自ら

の労働時間の状況を自己申告するものであり、解釈通達に記載の所要の措置が講じられて

いることを前提とするものである。したがって、本サービスによって把握された労働時間

の状況は、解釈通達に記載の内容を満たすものであり、安衛法の違反はない。 

 

 

 


